
～保育コンシェルジュによる相談～ 

日時：月曜日～金曜日 

９時～１２時、１３時～１5時 

場所：久喜市役所 保育幼稚園課 
 

★随時、相談は受付けていますが、相談

日をご予約いただくこともできます。 

★電話でも対応できます。 

★保育コンシェルジュが対応 

できない場合には、保育所 

入所などの相談について 

担当職員が対応します。 

保育所等入所申請は電子申請もできます 

詳しくは、「電子申請での保育所等 

への入所申込みについて」をご確認 

ください。 

久喜市役所 保育幼稚園課 第 5 号 2026 年 4 月発行  問い合わせ 0480-22-1111 

 

◆保育コンシェルジュって？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎令和8年６月以降の保育所等の入所申請受付期間はこちら 

締切りまでに園の見学を済ませて、入所の申請書類を提出しましょう！ 

利用希望月 申請受付期間 利用希望月 申請受付期間 

令和８年 ６月 4／13 ～ 5／8 令和８年１１月 9／11 ～ 10／9 

令和８年 ７月 5／1１ ～ 6／10 令和８年１２月 10／1３ ～ 11／10  

令和８年 ８月 6／11 ～ 7／10 令和９年 １月 11／11 ～ 12／10 

令和８年 ９月 7／13 ～ 8／10 令和９年 ２月 12／11 ～  1／８ 

令和８年１０月 8／1２ ～ 9／10 令和９年 ３月 1／12 ～  2／10 

  ※令和９年４月入所申請の受付期間は、広報くきでお知らせします。 

 

◆保育所等入所申込み受付期間◆ 

※受付期間の締切りは、入所希望月の前月１０日です。 

なお、１０日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、原則、 

直前の開庁日が締切日となり、年末年始（令和8年 

１２月２9日～令和9年１月 3日）は含まれません。 

 

保育コンシェルジュは就学前のお子さんの預け先

に関する保護者の相談に応じ、認可保育所のほか、

一時保育、病児病後児保育、休日保育、こども誰でも

通園制度などの保育サービス等について情報提供し

ています。 

保育士、幼稚園教諭の免許を持ち、子育てや保育

現場の経験のある保育コンシェルジュが、安心して

子育てできるように、育児の悩みに関する相談な

ど、子育て中の皆さんの味方になります。 

 



◎保育所、認定こども園、小規模保育施設のそれぞれの特徴 

※認定こども園 

（幼保連携型、幼稚園型） 

保育所（保育園） 小規模保育施設 

（0 歳～2歳児） 

幼稚園の「教育」と保育園の「保

育」の両方の良さを持ち合せた施

設です。 

３歳児クラスからは幼稚園とし

ての教育カリキュラムが加わりま

す。習い事のような活動（英語、体

操、音楽など）を取り入れてるよ

うな園もあります。 

教育時間の後も保育園として

の機能があるため、夕方まで保育

を実施しています。 

お勉強だけでなく生活の知恵

などもバランスよく身に付きま

す。 

就労などのため家庭で保育の

できない保護者に代わって保育

する施設です。 

毎日同じ時間に登園、給食、お

昼寝、遊びを繰り返すので規則正

しい生活リズムが身に付きやすい

です。 

また友達とおもちゃの貸し借

り、順番待ち、けんかと仲直りな

どを通して「思いやり」や「社会の

ルール」を遊びの中で学んでいき

ます。 

 保育所（原則２０人以上）より少

人数の単位で、０歳から２歳児を

保育する施設です。 

家庭的な環境できめ細やかな

保育を行います。 いきなり大き

な集団に入れるのは不安…とい

うお子さんにとって、落ち着いた

環境の中でゆっくり社会性が身に

着けられます。 

 

 

 

 

 

※認定こども園の幼稚園部分（1号認定）の申込、問い合わせは施設に直接お願いします。 

◎保育所等の見学は必須です！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久喜市では、「保育所等見学チェック表」を入所の申込書類必須としています。 

保育所ごとに様々な特色があり、実際に施設や保育内容をご確認いただいた上で、希望施設を選んで

いただけるよう事前に見学をお願いしています。 

お子さんの健康状態や食物アレルギー、離乳食の進め方など、日常生活で留意していることは必ず伝

えましょう。見学終了後に保育所等の担当者から見学チェック表に見学完了のチェックを受けてくださ

い。見学チェック表の有効期間は、見学日から６か月間です。 

【確認のポイント】 

★どんな保育（理念や内容等）を大切にしているのか。 

★年間の行事（運動会や発表会、遠足）の内容や回数。 

★自宅からのアクセスはどうか。（実際に通うことをイメージしてみましょう） 

★保育を利用できる時間は？ 

※見学時には必ず施設に連絡し、見学予約をとってお子さんといっしょに行きましょう。 

市内保育所・ 
認定子ども園・ 
小規模保育園等
一覧 

施設等の 
利用に関する 
Q＆A 


